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吹 田 市 





議案番号 部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名

議案第８９号 健康医療 5 現行の保険証と資格確認書の記載事項が分かる資料 益 田

議案第９０号 学校教育 7～8
高等学校等学習支援金の過去５年間の支給者数及び申請書に
記載の質問項目に対する回答結果

五 十 川

議案第９０号 学校教育 9
高等学校等学習支援金、奨学のための給付金、児童手当の支
給目的、支給対象者及び給付金額一覧

五 十 川

議案第９０号 学校教育 10
当該条例の廃止を検討し始めてからここに至るまでのプロセ
スがわかる資料

五 十 川

要求委員名





議案第 89号参考資料 

健康医療部国民健康保険課 

 

 

１ 現行の保険証と資格確認書の記載事項が分かる資料 

  

 現行の保険証 資格確認書（※） 

記
載
事
項 

氏名 氏名 

性別 性別 

生年月日 生年月日 

世帯主氏名 世帯主氏名 

被保険者記号 被保険者記号 

番号 番号 

枝番 枝番 

保険者番号 保険者番号 

交付者名 交付者名 

保険者電話番号 保険者電話番号 

適用開始年月日 適用開始年月日 

交付年月日 交付年月日 

有効期限 有効期限 

住所 住所 

                    ※特別療養費の対象者である場合にはその旨を記載 
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議
案
第
９
０
号
参
考
資
料
 

学
校

教
育

部
学

務
課

 

 高
等
学
校
等
学
習
支
援
金
の
過
去

5
年
間
の
支
給
者
数
及
び
申
請
書
に
記
載
の
質
問
項
目
に
対
す
る
回
答
結
果
 

 1 
支
給
者
数
 

 
 

年
度
 

令
和
元
年
度
 

（
20
19

年
度
) 

令
和
２
年
度
 

（
20
20

年
度
) 

令
和
３
年
度
 

（
20
21

年
度

) 

令
和
４
年
度
 

（
2
0
2
2
年
度

) 

令
和
５
年
度
 

（
2
0
2
3
年
度

) 

見
込
み
 

公
立
高
校
 

支
給
者
数
（
人
）
 

29
2 

27
4
 

22
1
 

2
0
5 

2
0
0 

支
給
金
額
（
円
）
 

13
,2
60
,0
00
 

12
,4
32
,0
00
 

10
,1
16
,0
00
 

9
,
1
7
2
,
0
0
0 

8
,
8
7
2
,
0
0
0 

私
立
高
校
 

支
給
者
数
（
人
）
 

26
1 

24
1
 

26
5
 

2
4
3 

2
4
2 

支
給
金
額
（
円
）
 

11
,6
72
,0
00
 

10
,9
88
,0
00
 

11
,8
76
,0
00
 

1
0
,
9
0
0
,
0
00
 

1
0
,
7
8
4
,
0
00
 

専
修
学
校
 

支
給
者
数
（
人
）
 

12
 

6
 

6 
6
 

5 

支
給
金
額
（
円
）
 

56
8,
00
0 

28
4,
00
0 

28
8,
00
0 

2
6
0
,
0
0
0 

2
3
2
,
0
0
0 

合
 

 
 
計
 

支
給
者
数
（
人
）
 

56
5 

52
1
 

49
2
 

4
5
4 

4
4
7 

支
給
金
額
（
円
）
 

25
,5
00
,0
00
 

23
,7
04
,0
00
 

22
,2
80
,0
00
 

2
0
,
3
3
2
,
0
00
 

1
9
,
8
8
8
,
0
00
 

      

（
1）
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２
 
申
請
書
に
記
載
の
質
問
項
目
に
対
す
る
回
答
結
果
 

（
単
位
：
件
）
 

①
受
給
効
果
に
つ
い
て
 

令
和
元
年
度
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

 
(2
01
9
年
度
) 

(2
02
0
年
度
) 

(2
02
1
年
度
) 

(
2
0
2
2
年
度

) 
(
2
0
2
3
年
度
) 

1 
と
て
も
意
欲
的
に
学
校
生
活
に
取
り
組
め
た
 

27
4
 

26
1
 

25
4
 

2
5
1 

-
 

2 
あ
る
程
度
意
欲
的
に
学
校
生
活
に
取
り
組
め
た
 

40
 

44
 

39
 

5
4 

-
 

3 
あ
ま
り
学
校
生
活
上
の
影
響
は
な
か
っ
た
 

0 
3
 

1 
2
 

-
 

4 
そ
の
他
 

0 
0
 

0 
0
 

-
 

 
合
計
 

31
4
 

30
8
 

29
4
 

3
0
7 

-
 

（
単
位
：
件
）
 

②
使
用
目
的
に
つ
い
て
（
複
数
回
答
可
）
 

令
和
元
年
度
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

 
 

(2
01
9
年
度
) 

(2
02
0
年
度
) 

(2
02
1
年
度
) 

(
2
0
2
2
年
度
) 

(
2
0
2
3
年
度

) 

1 
教
科
書
 

20
8
 

18
6
 

17
7
 

1
5
2 

-
 

2 
学
校
指
定
の
副
読
本
・
教
材
等

 
13
9
 

11
6
 

94
 

1
1
4 

-
 

3 
授
業
に
必
要
な
文
房
具
類
・
実
験
実
習
材
料
費
 

16
7
 

17
5
 

16
4
 

1
5
9 

-
 

4 
参
考
書
・
辞
書
・
問
題
集
な
ど

 
11
5
 

10
5
 

12
1
 

1
5
6 

-
 

5 
そ
の
他
 

24
 

27
 

11
 

1
4 

-
 

 
合
計
 

65
3
 

60
9
 

56
7
 

5
9
5 

-
 

※
令
和
５
年
度
か
ら
は
、
支
給
対
象
を
本
人
か
ら
保
護
者
に
変
更
し
た
こ
と
に
伴
い
、
申
請
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
質
問
項
目
欄
を
削
除
し
て
い
ま
す
。
 

  

（
2）
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議
案
第
９
０
号
参
考
資
料
 

学
校

教
育

部
学

務
課

 

高
等
学
校
等
学
習
支
援
金
、
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
、
児
童
手
当
の
支
給
目
的
、
支
給
対
象
者
及
び
給
付
金
額
一
覧
 

 
高
等
学
校
等
学
習
支
援
金
 

（
実
施
主
体
：
吹
田
市
）
 

奨
学
の
た
め
の
給
付
金
 

（
実
施
主
体
：
大
阪
府
）
 

児
童
手
当
 

（
実
施
主
体
：
市
区
町
村
ま
た
は
所
属
庁
）
 

目
的
 

修
学
に
資
す
る
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る

こ
と
 

高
等
学
校
等
に
お
け
る
教
育
に
係
る
経
済

的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
教
育
の
機
会
均
 

等
に
寄
与
す
る
こ
と
 

家
庭
等
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と

も
に
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
成

長
に
資
す
る
こ
と
 

支
給
対
象
者
 

高
等
学
校
等
に
入
学
し
た
年
に
お
け
る

4月

1日
現
在
の
年
齢
が
17
歳
以
下
で
あ
る
高
校

生
等
の
保
護
者
で
あ
っ
て
、
本
市
に
居
住

し
、
世
帯
の
前
年
の
所
得
が
市
町
村
民
税

の
所
得
割
非
課
税
相
当
で
あ
る
も
の
 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
対
象
校

に
在
学
し
、
平
成

26
年
（

20
14
年
）

4月
1

日
以
降
に
高
等
学
校
等
の
第
1学

年
に
入
学

し
た
生
徒
の
保
護
者
で
あ
っ
て
、
高
等
学

校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格

を
有
し
、
保
護
者
等
（
親
権
者
全
員
）
の

市
町
村
民
税
の
所
得
割
が
非
課
税
、
も
し

く
は
生
活
保
護
（
生
業
扶
助
）
受
給
世
帯

で
あ
る
も
の
 

【
令
和

6年
（
2
0
2
4年

）
9月

ま
で
】
 

中
学
校
修
了
ま
で
（

1
5
歳
到
達
後
の
最
初
の
年
度

末
ま
で
）
の
児
童
を
養
育
す
る
も
の
で
あ
っ
て
所

得
上
限
限
度
額
未
満
の
も
の
 

 【
令
和

6年
（
2
0
2
4年

）
1
0月

か
ら
】
 

高
校
生
年
代
ま
で
（

1
8
歳
到
達
後
の
最
初
の
年
度

末
ま
で
）
の
児
童
を
養
育
す
る
も
の
 

給
付
金
額
 

月
額

4,
00

0 
円
 

〔
年
間

48
,0
00

 
円
（
年
度
途
中
申
請
は
 

月
割
り
支
給
）〕

 

【
国
公
立
高
等
学
校
等
】
 

年
間
32
,3
00
 
円
～
14
3,
70
0 
円

 

【
私
立
高
等
学
校
等
】
 

年
間
52
,
10
0 
円
～
15
2,
00
0 
円

 

※
世
帯
の
状
況
や
学
校
課
程
に
よ
り
異
な

る
。
 

【
令
和

6年
（
2
0
2
4年

）
9月

ま
で
】
 

月
額

5
,
0
0
0円

～
1
5,
0
0
0
円
 

【
令
和

6年
（
2
0
2
4年

）
1
0月

か
ら
】
 

月
額

1
0
,
0
00
円
～

30
,
0
0
0円

 

※
令
和

6年
（
2
0
2
4年

）
9月

ま
で
は
特
例
給
付
を

含
む
。
 

※
第

3
子
加
算
額
を
含
む
。
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議案第９０号参考資料 

学校教育部学務課 

 

   当該条例の廃止を検討し始めてからここに至るまでのプロセスが分かる資料 

 

令和４年（2022年） 

１月３１日 

包括外部監査において、制度の在り方検討について参考意見表出 

所管において、制度の在り方の検討開始 

令和５年（2023年） 

３月３１日 

国から児童手当の拡充を含んだ「こども・子育て政策の強化について

（試案）」提示 

所管において、事業廃止を視野に入れた検討を開始 

     ６月 １日 副市長協議 

事業の方向性について確認 

令和６年（2024年） 

３月２８日 

国において、児童手当の拡充内容を含む予算が成立 

     ４月１９日 副市長協議 

基金条例の方向性について確認 

     ５月 ９日 市長協議 

事業および基金条例の方向性について確認 

     ６月１９日 教育委員会協議会 

事業廃止について協議 

     ８月１４日 教育委員会会議 

事業廃止について承認 

     ８月２２日 政策会議 

基金条例廃止について意思決定 
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